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ひたちなか市条例第  号 

 

 

ひたちなか市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

ひたちなか市手数料条例（平成１２年条例第６号）の一部を次のように改正する。  

 

別表第２第６８項中「第１３７条の１２第６項」を「第１３７条の１２第１１項」

に改め，同表第６９項中「第１３７条の１２第７項」を「第１３７条の１２第１２

項」に改め，同表第８１項手数料の額の欄を次のように改める。 

（１） 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２項の規定に基づき当

該長期優良住宅建築等計画が建築基準法第６条第１項に規定する建築基準

関係規定に適合するかの審査（以下「建築基準関係規定適合審査」という。）

を受けるよう申し出ない場合にあっては，次のア又はイに掲げる区分に応

じ，当該ア又はイに定める額 

ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成２１年国土交

通省令第３号。以下この項において「省令」という。）第１条各項の国

土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適

用する住宅であるとき （ア）又は（イ）に規定する額 

（ア） 一戸建ての住宅の場合にあっては，１件の申請につき 45,000

円 

（イ） 一戸建ての住宅以外の住宅の場合にあっては，１件の申請（同

一の住宅に関し同時に２以上の申請が行われる場合にあっては，

当該２以上の申請）につき，当該住宅の総戸数が 

5 戸以下のとき 108,000 円 

6 戸以上 10 戸以下のとき 173,000 円 

11 戸以上 30 戸以下のとき 342,000 円 

31 戸以上 50 戸以下のとき 612,000 円 

51 戸以上 100 戸以下のとき 1,053,000 円 

101 戸以上 200 戸以下のとき 1,949,000 円 

201 戸以上 300 戸以下のとき 2,784,000 円 

301 戸以上のとき 3,411,000 円 

イ 省令第１条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し，若

しくは改築し，又は長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合の
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基準を適用する住宅であるとき （ア）又は（イ）に規定する額 

（ア） 一戸建ての住宅の場合にあっては，１件の申請につき 68,000

円 

（イ） 一戸建ての住宅以外の住宅の場合にあっては，１件の申請（同

一の住宅に関し同時に２以上の申請が行われる場合にあっては，

当該２以上の申請）につき，当該住宅の総戸数が 

5 戸以下のとき 162,000 円 

6 戸以上 10 戸以下のとき 259,000 円 

11 戸以上 30 戸以下のとき 513,000 円 

31 戸以上 50 戸以下のとき 919,000 円 

51 戸以上 100 戸以下のとき 1,580,000 円 

101 戸以上 200 戸以下のとき 2,923,000 円 

201 戸以上 300 戸以下のとき 4,177,000 円 

301 戸以上のとき 5,117,000 円 

（２） 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第６

条の２第３項又は第４項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用

構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの

写しの提出がある場合であって，建築基準関係規定適合審査を受けるよう

申し出ないときにあっては，次のア又はイに掲げる区分に応じ，当該ア又

はイに定める額 

ア 省令第１条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しよう

とする場合の基準を適用する住宅であるとき （ア）又は（イ）に規定

する額 

（ア） 一戸建ての住宅の場合にあっては，１件の申請につき 9,000 円 

（イ） 一戸建ての住宅以外の住宅の場合にあっては，１件の申請（同

一の住宅に関し同時に２以上の申請が行われる場合にあっては，

当該２以上の申請）につき，当該住宅の総戸数が 

5 戸以下のとき 17,000 円 

6 戸以上 10 戸以下のとき 28,000 円 

11 戸以上 30 戸以下のとき 48,000 円 

31 戸以上 50 戸以下のとき 77,000 円 

51 戸以上 100 戸以下のとき 117,000 円 

101 戸以上 200 戸以下のとき 200,000 円 

201 戸以上 300 戸以下のとき 253,000 円 

301 戸以上のとき 287,000 円 
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イ 省令第１条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し，若

しくは改築し，又は長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合の

基準を適用する住宅であるとき （ア）又は（イ）に規定する額 

（ア） 一戸建ての住宅の場合にあっては，１件の申請につき 14,000

円 

（イ） 一戸建ての住宅以外の住宅の場合にあっては，１件の申請（同

一の住宅に関し同時に２以上の申請が行われる場合にあっては，

当該２以上の申請）につき，当該住宅の総戸数が 

5 戸以下のとき 26,000 円 

6 戸以上 10 戸以下のとき 43,000 円 

11 戸以上 30 戸以下のとき 72,000 円 

31 戸以上 50 戸以下のとき 115,000 円 

51 戸以上 100 戸以下のとき 176,000 円 

101 戸以上 200 戸以下のとき 300,000 円 

201 戸以上 300 戸以下のとき 380,000 円 

301 戸以上のとき 431,000 円 

（３） 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては，（１）

又は（２）に規定する額並びに建築物の床面積の合計に応じて第１項に規

定する額及び第２項に規定する額を合算した額 

別表第２第８２項中「に，前項の（３）のア又はイに掲げる区分に応じ，当該ア

又はイに定める額」を「並びに建築物の床面積の合計に応じて第１項に規定する額

及び第２項に規定する額」に改め，「を加算した額」を削り，同表第８４項中「住

宅以外の部分のみ」を「住宅の部分のみ」に改め，「（建築基準法第７７条の２１

第１項に規定する指定確認検査機関（以下「指定確認検査機関」という。）の業務

を実施しているものに限る。）」を削り，「住宅の部分のみである」を「住宅以外

の部分を含む」に改め，「（指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。）

又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り，当該適合していることを証する

対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関（指定

確認検査機関の業務を実施しているものに限る。）又は登録建築物エネルギー消費

性能判定機関（指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。）」を削り，

「に，第８１項の（３）のア又はイに掲げる区分に応じ，当該ア又はイに定める額

を合算した額を加算した額」を「並びに建築物の床面積の合計に応じて第１項に規

定する額及び第２項に規定する額を合算した額」に改め，同表第８５項中「に，第

８１項の（３）のア又はイに掲げる区分に応じ，当該ア又はイに定める額を合算し

た額を加算した額」を「並びに建築物の床面積の合計に応じて第１項に規定する額

及び第２項に規定する額を合算した額」に改め，同表第８６項中「マンションの建
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替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に，

「第１０５条第１項」を「第１６３条の５９第１項」に改め，「建築物の容積率」

の次に「又は各部分の高さ」を加え，「要除却認定マンションの容積率の特例許可

申請手数料」を「要除却等認定マンションの容積率又は各部分の高さの特例許可申

請手数料」に改め，同表第８９項中「住宅以外の部分のみ」を「住宅の部分のみ」

に，「（指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。）又は登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関が」を「又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が」

に，「住宅の部分のみである」を「住宅以外の部分を含む」に改め，「（指定確認

検査機関の業務を実施しているものに限る。）又は登録住宅性能評価機関が交付し

たものに限り，当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分であ

る場合にあっては登録住宅性能評価機関（指定確認検査機関の業務を実施している

ものに限る。）又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関（指定確認検査機関の

業務を実施しているものに限る。）」を削り，「に，第８１項の（３）のア又はイ

に掲げる区分に応じ，当該ア又はイに定める額を合算した額を加算した額」を「並

びに建築物の床面積の合計に応じて第１項に規定する額及び第２項に規定する額を

合算した額」に改め，同表第９０項中「変更であって，建築基準関係規定適合審査」

を「変更（同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う変更を除く。）であって，建

築基準関係規定適合審査」に，「に，第８１項の（３）のア又はイに掲げる区分に

応じ，当該ア又はイに定める額を合算した額を加算した額（同項各号に掲げる事項

の記載の追加を伴う場合を除く。）」を「並びに建築物の床面積の合計に応じて第

１項に規定する額及び第２項に規定する額を合算した額」に改める。 

 

 

付 則 

この条例は，令和８年４月１日から施行する。ただし，別表第２第６８項及び第

６９項の改正規定は，公布の日から施行する。 
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ひたちなか市手数料条例新旧対照表                          Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

別表第２（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 手数料の額 

１～６７ 略 略 略 

６８ 建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３

３８号）第１３７条の

１２第６項の規定に基

づく既存の建築物に対

する制限の緩和に係る

敷地と道路との関係に

関する特例の認定の申

請に対する審査 

既存の建築物

に対する制限

の緩和に係る

敷地と道路と

の関係の特例

認定申請手数

料 

27,000 円 

６９ 建築基準法施行令

第１３７条の１２第７

項の規定に基づく既存

の建築物に対する制限

の緩和に係る道路内の

建築制限に関する特例

の認定の申請に対する

審査 

既存の建築物

に対する制限

の緩和に係る

道路内の建築

制限の特例認

定申請手数料 

27,000 円 

７０～８０ 略 略 略 

８１ 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律

（平成２０年法律第８

７号）第５条第１項か

ら第７項までの規定に

基づく長期優良住宅建

築等計画又は長期優良

住宅維持保全計画の認

定の申請に対する審査 

長期優良住宅

建築等計画等

認定申請手数

料 

（１）・（２） 略 

（３） 建築基準関係規定適合審査を受ける

よう申し出る場合にあっては，（１）

又は（２）に規定する額に，次のア又

はイに掲げる区分に応じ，当該ア又は

イに定める額を合算した額を加算した

額 

ア 建築基準法第６条の３第１項又

は第１８条第５項に規定する構造

計算適合性判定（以下「構造計算

適合性判定」という。）を要する

建築物に該当しない場合にあって

は，建築物の床面積の合計に応じ

て第１項に規定する額に第２項に

別表第２（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 手数料の額 

１～６７ 略 略 略 

６８ 建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３

３８号）第１３７条の

１２第１１項の規定に

基づく既存の建築物に

対する制限の緩和に係

る敷地と道路との関係

に関する特例の認定の

申請に対する審査 

既存の建築物

に対する制限

の緩和に係る

敷地と道路と

の関係の特例

認定申請手数

料 

27,000 円 

６９ 建築基準法施行令

第１３７条の１２第１

２項の規定に基づく既

存の建築物に対する制

限の緩和に係る道路内

の建築制限に関する特

例の認定の申請に対す

る審査 

既存の建築物

に対する制限

の緩和に係る

道路内の建築

制限の特例認

定申請手数料 

27,000 円 

７０～８０ 略 略 略 

８１ 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律

（平成２０年法律第８

７号）第５条第１項か

ら第７項までの規定に

基づく長期優良住宅建

築等計画又は長期優良

住宅維持保全計画の認

定の申請に対する審査 

長期優良住宅

建築等計画等

認定申請手数

料 

（１）・（２） 略 

（３） 建築基準関係規定適合審査を受ける

よう申し出る場合にあっては，（１）

又は（２）に規定する額並びに建築物

の床面積の合計に応じて第１項に規定

する額及び第２項に規定する額を合算

した額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

規定する額を加算した額 

イ 構造計算適合性判定を要する建

築物に該当する場合（建築基準法

第６条の３第７項の適合判定通知

書の提出がある場合を除く。）に

あっては，アの規定により算定し

た額に，次の（ア）又は（イ）に

掲げる区分に応じ，当該建築物の

構造計算適合性判定を要する部分

につき，当該（ア）又は（イ）に

規定する額を加算した額 

（ア） 建築基準法第２０条第２

号イ又は第３号イの構造計

算が同条第２号イ又は第３

号イに規定する国土交通大

臣の認定を受けたプログラ

ムにより適正に行われた場

合にあっては，床面積が 

1,000 ㎡ 以 内 の と き 

110,000 円 

1,000 ㎡を超え 2,000 ㎡

以内のとき 137,000 円 

2,000㎡を超え10,000㎡

以内のとき 150,000 円 

10,000 ㎡を超え 50,000

㎡以内のとき 190,000 円 

50,000 ㎡を超えるとき 

322,000 円 

（イ） 建築基準法第２０条第２

号イの構造計算が同号イに

規定する国土交通大臣が定

めた方法により適正に行わ

れた場合にあっては，床面

積が 

1,000 ㎡ 以 内 の と き 

159,000 円 

1,000 ㎡を超え 2,000 ㎡
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

以内のとき 212,000 円 

2,000㎡を超え10,000㎡

以内のとき 243,000 円 

10,000 ㎡を超え 50,000

㎡以内のとき 321,000 円 

50,000 ㎡を超えるとき 

590,000 円 

８２ 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律

第８条第１項の規定に

基づく長期優良住宅建

築等計画又は長期優良

住宅維持保全計画の変

更の認定の申請に対す

る審査 

長期優良住宅

建築等計画等

変更認定申請

手数料 

（１）・（２） 略 

（３） 建築基準関係規定適合審査を受ける

よう申し出る場合にあっては，（１）

又は（２）に規定する額に，前項の

（３）のア又はイに掲げる区分に応

じ，当該ア又はイに定める額を合算し

た額を加算した額 

８３ 略 略 略 

８４ 都市の低炭素化の

促進に関する法律（平

成２４年法律第８４

号）第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建

築物新築等計画の認定

の申請に対する審査 

低炭素建築物

新築等計画認

定申請手数料 

（１） 都市の低炭素化の促進に関する法律

第５４条第１項第１号に掲げる基準

（以下この項及び次項において「誘導

基準」という。）に適合していること

を証する書面（当該適合していること

を証する対象が住宅以外の部分のみで

ある場合にあっては登録住宅性能評価

機関（住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定する登録住

宅性能評価機関をいう。以下同じ。）

（建築基準法第７７条の２１第１項に

規定する指定確認検査機関（以下「指

定確認検査機関」という。）の業務を

実施しているものに限る。）又は登録

建築物エネルギー消費性能判定機関

（建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律（平成２７年法律第５

３号）第１４条第１項に規定する登録

建築物エネルギー消費性能判定機関を

いう。以下同じ。）が交付したものに

限り，当該適合していることを証する

 

 

 

 

 

 

 

８２ 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律

第８条第１項の規定に

基づく長期優良住宅建

築等計画又は長期優良

住宅維持保全計画の変

更の認定の申請に対す

る審査 

長期優良住宅

建築等計画等

変更認定申請

手数料 

（１）・（２） 略 

（３） 建築基準関係規定適合審査を受ける

よう申し出る場合にあっては，（１）

又は（２）に規定する額並びに建築物

の床面積の合計に応じて第１項に規定

する額及び第２項に規定する額を合算

した額 

 

８３ 略 略 略 

８４ 都市の低炭素化の

促進に関する法律（平

成２４年法律第８４

号）第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建

築物新築等計画の認定

の申請に対する審査 

低炭素建築物

新築等計画認

定申請手数料 

（１） 都市の低炭素化の促進に関する法律

第５４条第１項第１号に掲げる基準

（以下この項及び次項において「誘導

基準」という。）に適合していること

を証する書面（当該適合していること

を証する対象が住宅の部分のみである

場合にあっては登録住宅性能評価機関

（住宅の品質確保の促進等に関する法

律第５条第１項に規定する登録住宅性

能評価機関をいう。以下同じ。）又は

登録建築物エネルギー消費性能判定機

関（建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律（平成２７年法律第

５３号）第１４条第１項に規定する登

録建築物エネルギー消費性能判定機関

をいう。以下同じ。）が交付したもの

に限り，当該適合していることを証す

る対象が住宅以外の部分を含む場合に

あっては登録建築物エネルギー消費性

能判定機関が交付したものに限る。以

下この項及び次項において「適合証」
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Ｎｏ．４  

旧 新 備考 

対象が住宅の部分のみである場合にあ

っては登録建築物エネルギー消費性能

判定機関（指定確認検査機関の業務を

実施しているものに限る。）又は登録

住宅性能評価機関が交付したものに限

り，当該適合していることを証する対

象が住宅及び住宅以外の部分である場

合にあっては登録住宅性能評価機関

（指定確認検査機関の業務を実施して

いるものに限る。）又は登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関（指定確認

検査機関の業務を実施しているものに

限る。）が交付したものに限る。以下

この項及び次項において「適合証」と

いう。）の提出がある場合にあって

は，次のアからエまでに掲げる区分に

応じ，当該アからエまでに定める額

（建築基準関係規定適合審査を受ける

よう申し出る場合を除く。） 

ア～エ 略 

（２） 略 

（３） 建築基準関係規定適合審査を受ける

よう申し出る場合にあっては，（１）

又は（２）に規定する額に，第８１項

の（３）のア又はイに掲げる区分に応

じ，当該ア又はイに定める額を合算し

た額を加算した額 

８５ 都市の低炭素化の

促進に関する法律第５

５条第１項の規定に基

づく低炭素建築物新築

等計画の変更の認定の

申請に対する審査 

低炭素建築物

新築等計画変

更認定申請手

数料 

（１）・（２） 略 

（３） 建築基準関係規定適合審査を受ける

よう申し出る場合にあっては，（１）

又は（２）に規定する額に，第８１項

の（３）のア又はイに掲げる区分に応

じ，当該ア又はイに定める額を合算し

た額を加算した額 

８６ マンションの建替

え等の円滑化に関する

法律（平成１４年法律

要除却認定マ

ンションの容

積率の特例許

160,000 円 

という。）の提出がある場合にあって

は，次のアからエまでに掲げる区分に

応じ，当該アからエまでに定める額

（建築基準関係規定適合審査を受ける

よう申し出る場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア～エ 略 

（２） 略 

（３） 建築基準関係規定適合審査を受ける

よう申し出る場合にあっては，（１）

又は（２）に規定する額並びに建築物

の床面積の合計に応じて第１項に規定

する額及び第２項に規定する額を合算

した額 

８５ 都市の低炭素化の

促進に関する法律第５

５条第１項の規定に基

づく低炭素建築物新築

等計画の変更の認定の

申請に対する審査 

低炭素建築物

新築等計画変

更認定申請手

数料 

（１）・（２） 略 

（３） 建築基準関係規定適合審査を受ける

よう申し出る場合にあっては，（１）

又は（２）に規定する額並びに建築物

の床面積の合計に応じて第１項に規定

する額及び第２項に規定する額を合算

した額 

８６ マンションの再生

等の円滑化に関する法

律（平成１４年法律第

要除却等認定

マンションの

容積率又は各

160,000 円 
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Ｎｏ．５  

旧 新 備考 

第７８号）第１０５条

第１項の規定に基づく

建築物の容積率の特例

の許可の申請に対する

審査 

 

可申請手数料 

８７・８８ 略 略 略 

８９ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に

関する法律第２９条第

１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申

請に対する審査 

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画認定

申請手数料 

（１） 建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律（以下この項において

「法」という。）第２９条第３項各号

に掲げる事項の記載がない建築物エネ

ルギー消費性能向上計画であって，法

第３０条第１項第１号に規定する建築

物エネルギー消費性能誘導基準（以下

この項及び次項において「誘導基準」

という。）に適合していることを証す

る書面（当該適合していることを証す

る対象が住宅以外の部分のみである場

合にあっては登録住宅性能評価機関

（指定確認検査機関の業務を実施して

いるものに限る。）又は登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関が交付した

ものに限り，当該適合していることを

証する対象が住宅の部分のみである場

合にあっては登録建築物エネルギー消

費性能判定機関（指定確認検査機関の

業務を実施しているものに限る。）又

は登録住宅性能評価機関が交付したも

のに限り，当該適合していることを証

する対象が住宅及び住宅以外の部分で

ある場合にあっては登録住宅性能評価

機関（指定確認検査機関の業務を実施

しているものに限る。）又は登録建築

物エネルギー消費性能判定機関（指定

確認検査機関の業務を実施しているも

のに限る。）が交付したものに限る。

以下この項及び次項において「適合

７８号）第１６３条の

５９第１項の規定に基

づく建築物の容積率又

は各部分の高さの特例

の許可の申請に対する

審査 

部分の高さの

特例許可申請

手数料 

８７・８８ 略 略 略 

８９ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に

関する法律第２９条第

１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申

請に対する審査 

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画認定

申請手数料 

（１） 建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律（以下この項において

「法」という。）第２９条第３項各号

に掲げる事項の記載がない建築物エネ

ルギー消費性能向上計画であって，法

第３０条第１項第１号に規定する建築

物エネルギー消費性能誘導基準（以下

この項及び次項において「誘導基準」

という。）に適合していることを証す

る書面（当該適合していることを証す

る対象が住宅の部分のみである場合に

あっては登録住宅性能評価機関又は登

録建築物エネルギー消費性能判定機関

が交付したものに限り，当該適合して

いることを証する対象が住宅以外の部

分を含む場合にあっては登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関が交付した

ものに限る。以下この項及び次項にお

いて「適合証」という。）の提出があ

る場合にあっては，次のアからエまで

に掲げる区分に応じ，当該アからエま

でに定める額（建築基準関係規定適合

審査を受けるよう申し出る場合を除

く。） 
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Ｎｏ．６  

旧 新 備考 

証」という。）の提出がある場合にあ

っては，次のアからエまでに掲げる区

分に応じ，当該アからエまでに定める

額（建築基準関係規定適合審査を受け

るよう申し出る場合を除く。） 

ア～エ 略 

（２） 略 

（３） 法第２９条第３項各号に掲げる事項

の記載がない建築物エネルギー消費性

能向上計画であって，建築基準関係規

定適合審査を受けるよう申し出る場合

にあっては，（１）又は（２）に規定

する額に，第８１項の（３）のア又は

イに掲げる区分に応じ，当該ア又はイ

に定める額を合算した額を加算した額 

（４） 略 

９０ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に

関する法律第３１条第

１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性

能向上計画の変更の認

定の申請に対する審査 

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画変更

認定申請手数

料 

（１）・（２） 略 

（３） 法第２９条第３項各号に掲げる事項

の記載がない建築物エネルギー消費性

能向上計画に係る変更であって，建築

基準関係規定適合審査を受けるよう申

し出る場合にあっては，（１）又は

（２）に規定する額に，第８１項の

（３）のア又はイに掲げる区分に応

じ，当該ア又はイに定める額を合算し

た額を加算した額（同項各号に掲げる

事項の記載の追加を伴う場合を除

く。） 

（４）・（５） 略 

９１・９２ 略 略 略 

備考 略 

 

 

 

 

 

ア～エ 略 

（２） 略 

（３） 法第２９条第３項各号に掲げる事項

の記載がない建築物エネルギー消費性

能向上計画であって，建築基準関係規

定適合審査を受けるよう申し出る場合

にあっては，（１）又は（２）に規定

する額並びに建築物の床面積の合計に

応じて第１項に規定する額及び第２項

に規定する額を合算した額 

（４） 略 

９０ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に

関する法律第３１条第

１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性

能向上計画の変更の認

定の申請に対する審査 

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画変更

認定申請手数

料 

（１）・（２） 略 

（３） 法第２９条第３項各号に掲げる事項

の記載がない建築物エネルギー消費性

能向上計画に係る変更（同項各号に掲

げる事項の記載の追加を伴う変更を除

く。）であって，建築基準関係規定適

合審査を受けるよう申し出る場合にあ

っては，（１）又は（２）に規定する

額並びに建築物の床面積の合計に応じ

て第１項に規定する額及び第２項に規

定する額を合算した額 

 

（４）・（５） 略 

９１・９２ 略 略 略 

備考 略 
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